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   資料 12 

 

○昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例 

平成11年９月29日 

条例第18号 

（設置） 

第１条 昭島市立学校（以下「市立学校」という。）の教育環境を整備し、充実した学校教

育の実現に資するため、昭島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に、昭島市立

学校適正規模適正配置等審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

(１) 市立学校の適正規模に関すること。 

(２) 市立学校の適正配置に関すること。 

(３) 市立学校の通学区域に関すること。 

(４) その他教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員15人以内をも

って組織する。 

(１) 市立小学校の校長 ２人以内 

(２) 市立中学校の校長 １人以内 

(３) 市立学校のPTA等関係者 ２人以内 

(４) 自治会関係者 ２人以内 

(５) 幼稚園、保育園関係者 ２人以内 

(６) 学識経験のある者 ３人以内 

(７) 公募による市民 ３人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、第２条の規定による教育委員会の諮問に係る答申を終了したときま

でとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、審議会の議長となる。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（意見の聴取） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見

を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例（平成10

年昭島市条例第２号）第９条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の

議決により非公開とすることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、学務担当課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成11年10月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月８日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。（後略） 
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昭島市立学校適正規模適正配置等審議会開催経過 

開 催 日 内 容 

令和７年 12 月 22 日 第１回審議会 

・委嘱状の交付 

・会⾧・副会⾧の選出 

・諮問 

・審議会の進め方について 

・昭島市立学校の現状と今後想定される事象について 

・拝島第三小学校及び拝島中学校の課題について 

令和８年１月 13 日 第２回審議会 

・拝島第三小学校及び拝島中学校の通学区域について 

令和８年２月９日 第３回審議会 

・拝島第三小学校の通学区域について 

令和８年２月 20 日 第４回審議会 

・昭島市立学校適正規模適正配置等についての答申

（案）について 

・パブリックコメントの実施について 

令和８年４月 27 日 第 5 回審議会 

・パブリックコメントの意見について 

・昭島市立学校適正規模適正配置等についての答申に

ついて 
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昭島市立学校適正規模適正配置等審議会委員名簿 
 

氏 名 区 分 備 考 

 大 友  基 裕 市 立 小 学 校 の 校 ⾧ つつじが丘小学校⾧ 

○ 小 原  弘 樹 市 立 小 学 校 の 校 ⾧ 中神小学校⾧ 

 渡 部   尚 市 立 中 学 校 の 校 ⾧ 昭和中学校⾧ 

 中 山   誠 市立学校の PTA 等関係者 
公立中学校 PTA 協議会 
（瑞雲中学校） 

 高 橋  靖 和 自 治 会 関 係 者 昭島市自治会連合会会⾧ 

 𠮷 野  元 晴 自 治 会 関 係 者 昭島市自治会連合会第10ブロック⾧ 

 浦 野  慎 一 幼稚園、保育園関係者 
昭島市私立幼稚園協会 
（昭島すみれ幼稚園） 

 渡 辺  祐 子 幼稚園、保育園関係者 
昭島市保育園⾧会 
（よつぎ第四保育園） 

 工 藤  文 三 学 識 経 験 の あ る 者 浦和大学こども学部特任教授 

 篠 原  政 一 学 識 経 験 の あ る 者 帝京大学教職センター教授 

◎ 並 木  浩 子 学 識 経 験 の あ る 者 帝京大学教職センター客員准教授 

 小 山   真 公 募 に よ る 市 民  

 
◎会⾧ ○副会⾧ 
 
＊氏名は昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例第３条組織順 
＊氏名の各区分内は五十音順 


